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日本の労働市場における副業
（1）

―米国の労働市場における副業との比較分析

鈴　木　　　紫

1．はじめに

日本政府は、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少や育児や介護との両立などの働き方の

ニーズの多様化といった課題に対応するため、「働き方改革」の実現を目指している。「働き方改

革」は、平成28年8月に政府の基本方針の柱の1つとして掲げられた「一億総活躍社会の実現」

を達成する上での最大のチャレンジとされているものである。これに関連して、日本政府は、

平成29年3月に「働き方改革実行計画」をまとめ、また平成30年7月には「働き方改革を推進す

るための関係法律に関する法律」を成立させている。

厚生労働省は、「働き方改革」の実現に向けて、長時間労働の是正、雇用形態にかかわらない

公正な待遇の確保、柔軟な働き方がしやすい環境整備、ダイバーシティの推進、賃金引上げ・

労働生産性向上、再就職支援・人材育成、ハラスメント防止対策など、多岐にわたる取り組み

を推進してきた。

これらの取り組みの中には、平成29年3月の「働き方改革実行計画」を踏まえた、副業・兼

業の普及促進が含まれる。厚生労働省は、平成30年1月に「副業・兼業の促進に関するガイド

ライン」を作成し、副業・兼業促進の方向性を提起した。この「副業・兼業の促進に関するガ

イドライン」は、副業・兼業が労働者に与えるメリットとして、スキルや経験の獲得によるキャ

リア形成、自己実現、所得の増加、起業・転職の準備を、逆に留意点として、就業時間の長時

間化、職務専念義務・秘密保持義務・競争避止義務等の意識、短時間業務での雇用保険等の問

題などを挙げている。同様に、企業側に与えるメリットとして、労働者の知識・スキルの獲得、

労働者の自主性・自律性の促進、人材獲得・流失の防止、事業機会の拡大があると指摘する一

方で、就業時間や健康管理の把握、職務専念義務・秘密保持義務・競争避止義務等の確保に留

意する必要があるとしている。厚生労働省は、平成30年1月にモデル就業規則を改定し、労働

者の遵守事項である「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」という規定を削除し、副

業・兼業についての規定を新設した。このような取り組みの背景には、日本の多くの企業が副

業・兼業を認めておらず、今後、副業・兼業を認めるにあたっても、自社業務への影響、就業

時間の増加、情報漏洩、競業・利益相反などに懸念を持つ企業が少なくないことがある。

他方、副業・兼業の促進は、創業・新事業創出、さらには産業界の新陳代謝につながるとし

て、注目を集めている。厚生労働省は、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」において、
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副業・兼業が、オープンイノベーションや起業の手段としても有効であり、また人材活用や地

方創生にも役立ちうることを指摘している。また、中小企業庁、経済産業政策局（経済産業省）

は、「兼業・副業を通じた創業・新事業創出に関する調査事業」に関する研究会を立ち上げ、兼

業・副業を通じて創業等を行った個人の先進的な取り組み例や兼業・副業を容認した企業例な

どから、兼業・副業のメリットと課題を検証している。中小企業庁他（2017）「兼業・副業を通

じた創業・新事業創出に関する調査事業研究会提言～パラレルキャリア・ジャパンを目指し

て」は、近年の日本の開業率の低さ（4～5％）を問題視しながらも、日本の起業移行比率や計画

対起業比率がG ７諸国内でも高いことに着目し、兼業・副業の促進によって潜在的創業者が

増加することに大きな期待を寄せている。この提言においては、仮に、副業希望就業者の
10％が創業すると仮定すると開業率が約14％上昇

（2）

するという試算も出されているなど、兼業・

副業には大きな創業促進効果が期待されている。

本稿は、「働き方改革」という枠組みの中でも、創業・新事業創出の可能性を高めるという点

でも注目を集めている、日本の労働市場における副業の現状について考察する。まず、日本の

労働市場における副業（複業）・兼業について先行研究を総括した上で、米国と日本の労働市場

における副業について比較し論ずることとする。データに関しては、日本の副業については総

務省総務省『就業構造基本調査』を、米国の副業においては月別家計調査であるThe Current 
Population Survey（CPS）を主として活用し、近年の副業従事率の推移、景気変動との関係、雇

用者の特性による副業従事の相違、副業従事率の地域別格差（都道府県別、州別）などについて

比較分析を行うこととする。

2．日本の副業（複業）・兼業に関する先行研究

日本の副業（複業）・兼業に関する研究は、総務省統計局『就業構造基本調査』、リクルートワー

クス研究所　『ワーキングパーソン調査2000』、楽天リサーチ株式会社 『副業者の就労に関する

調査』などが知られており、入手可能な統計は極めて限定的ではあるものの、政府が多様な働

き方を推進する中で注目されるようになってきている。

日本労働研究機構（1995）、労働政策研究・研修機構（2005）は、雇用者が本業以外に副業を持

つという働き方に着目し、早くから、副業の動向、雇用者の属性・意識と副業の関係などにつ

いて、調査・分析を行ってきた。これらの研究は、総務省『就業構造基本調査』のみならず、

雇用主（全国5,000社対象、有効回答1,111社）を対象とした独自のアンケート調査（1995年、
2004年）も活用しているという点に特徴がある。労働政策研究・研修機構（2005）は、副業を持

つ雇用者について、以下の2つの特徴があると指摘する。第1に、1979～2002年において、副

業を持つ雇用者割合の低下は低下しているものの、副業が非農林業かつ雇用者である実数は横

ばいである。しかし、追加就業を希望する雇用者は増加傾向にあり、副業を持つ雇用者が増加

する可能性は十分にある。第2に、総雇用者に対して副業を持つ雇用者の割合は、年齢層、本
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業の所得層により相違がある。副業を持つ雇用者の割合を年齢層別にみると、15歳～24歳層、
25～29歳層、30～34歳層が2.0％前後であるのに対し、40～44歳層は4.0％、45～54歳層は4.6％

と高くなっている。また、所得層別にみると、本業の所得の低い層ほど副業を持つ割合が高く

なる傾向にある。さらに、労働政策研究・研修機構（2005）は、2か年のアンケート調査結果（『従

業員の副業と就業規則等に関する実態調査2004』『就業規則等に関する実態調査1995』）の比較

により、正社員の副業を禁止・規制する企業が増大していることを示すとともに、企業が自社

の正社員が副業を持つことに対して消極的であることも指摘している。また、労働政策研究・

研修機構（2009）においては、楽天リサーチが保有する全国の登録モニター（136万人）から対

象者を選出し、副業従事者（調査対象者の内、有業者は76.6％、有業者のうち副業従事者は6.4％）

に調査を実施している。その調査結果に基づき、副業者の属性（性別、年齢、最終学歴、世帯、

配偶など）、本業の内容、副業の動機、副業の実態について詳細な検証を行っている。興味深

い点の１つとして副業の動機があるが、収入の増加が圧倒的に多く、続いて、活躍する場の拡

大、生活上の必要性（収入が不可欠な状況）、人のつながりの拡大、時間的なゆとりなどが、動

機（複数回答）として挙がっている。

日本の労働市場における副業（複業）・兼業に関する学術研究は、近年やや増えてきているも

のの、実証的な研究は未だに薄いといえよう。その中で、荻原・戸田（2016）は、『全国就業実

態パネル調査（リクルートワークス研究所）』を用いて、複業をする者の特徴を、労働時間、本

業の年収、就業形態、個人属性（年齢、配偶者・こども、学歴）などを説明変数とした回帰分析

により明らかにした。非正社員（パート・アルバイト、派遣社員、契約社員）や自営業・役員と

いった就業形態にあり、また本業の年収が低い（200万未満）人ほど、複業を行っているという

有意な結果を示した。さらに、①複業の年収と本業の年収の正の相関が、本業の年収が600万

円を超えたところで見られること、②複業の労働時間と年齢との関係が男女で異なることなど

を指摘している。①の点については、調査において、複業をしている者の一部（5.8％）に本業

以上の収入を得ているものがいるという事実とも結びつく。しかしながら、荻原・戸田（2016）

は、基本的には従来の所得補填型とされる複業が多くの割合を占めていると結論付けている。

他方で、川上（2017）は、Casacuberta and Gandelman （2012）の労働供給モデルを応用し、副業の

保有に与える本業の内容の影響が、金銭的動機と非金銭的動機で異なることを示唆している。

インターネット調査『副業者の就労に関する調査』を用いて、副業を保有する者の本業の属性

に着目し、副業の保有理由に関する実証分析を行っている。その結果において、①金銭的動機

に基づく副業は、世帯所得が低い、あるいは労働日数が少ないなど労働時間が短いほど（パー

ト・アルバイト）保有されやすい、②非金銭的動機に基づく副業は、個人属性や本業との内容

との関係が有意に認められないという結論を導いた。この結論は、荻原・戸田（2016）の実証結

果とも整合的である。

このように、近年の日本の副業（複業）・兼業に関する実証的研究の中心は、副業（複業）・兼

業を行う労働者の特性を明らかにするものである。それらの実証結果は、日本労働研究機構
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（1995）、労働政策研究・研修機構（2005, 2009）などの先行研究における副業従事者の特性分析

とも極めて整合的であり、ごく近年の副業の特性に劇的な変化がみられないことを示唆してい

る。

3．米国の副業について

米国では、国勢調査局（Census Bureau）が月別家計調査、すなわちThe Current Population Sur-

vey（CPS）を実施している。調査において、multiple job holders（以後、副業従事者）は、調査

期間の参照週に複数の職を保持し、主となる職から給与・賃金を受給している者と定義され

る
（3）

。なお、本業や副業が家業や自営業などで、給与・賃金の受給を伴わない者は調査対象から

除外されていることに注意が必要である。この章は、Lalé （2015, 2016）、Campolongo（2013, 
2014, 2015, 2017）を基に、1994～2017年の米国の副業について概観するものとする。

（1）米国の副業従事率の動向

米国の副業に従事する雇用者（16歳以上）の比率は、1980年代から1995年前後まで上昇傾向

が続いたとされるが（Lalé（2015））、その後は緩やかな減少基調をたどり、2010年以降は5％

前後で安定的に推移している［図表1］。

副業に従事する誘因には、経済的誘因と非経済的誘因がある。追加的にお金を稼ぐ、出費や

負債の返済にあてるなど、経済的誘因による副業従事は、景気循環に影響を受けるとされる。

すなわち、副業は不況期の副産物であり、副業従事は反循環となるという理論である。しかし

ながら、Dorantes and Kimmel（2009）は、1979～1994年の男性の副業従事時間の正循環性、つ

まり理論とは逆の関係性を提示している。さらに、Hirch et. al（2016）は、1998～2013年の都

市の労働市場における副業従事率と失業率について、統計的に有意な関係性を見い出せないと
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結論付けている。
1994～2017年の米国全体の副業従事率（年平均）をみても、景気変動の影響で大きく変動し

ているとは言い難い。この期間に、NBERが定義する景気後退期（リセッション）は2回、2001

年3月～11月、2007年12月～2009年6月に存在している。この2期間において、年平均の副業

従事率に大きな変動は見られないことは明らかであり、さらに月別の副業従事率の推移を見て

も、景気後退期に特有の変動を観察することは出来ない。

（2） 雇用者の特性別に見た、米国の副業従事率の動向

この節では、Lalé（2015）を基に、米国の副業従事率の変化を男女別、年齢別、さらに本業

の産業・職業別に簡単に考察するものとする。まず、1994～2017年の副業従事率を男女別に

みると、2000年あたりまでは男女が同水準であったのに対し、2000年以降は女性が男性を上

回っている。これは、副業従事率の下落基調が、男性の副業従事率により強く表れたことによ

る。女性の副業従事率の低下は小幅にとどまっており、男女間の副業従事率の格差につながる

こととなった。次に、年齢別にみると、1994～2003年には、25～54歳の雇用者の副業従事率

が6.35%と、他の年齢層（16～24歳、55～64歳）に比べ高かったが、2004～2013年には、どの

年齢層も5％前後に落ち着いた。55～64歳の副業従事率が5％前後で、この20年間あまり変化

しなかったことは注目すべき点である。さらに、本業の産業・職業別にみると、鉱業、建設、

製造業などのいわゆる現場労働者とされる雇用者は副業を持ちにくい傾向にある一方で、専門

職、サービス業の雇用者の副業従事率は高い傾向にある。先行研究では、小中高校の教師の副

業率は13％にも達するとされている。また、1994～2003年においては、雇用者全体の副業従

事率が低下しているが、ほほすべての産業・職業において副業従事率が低下する傾向にある。

この期間に、副業従事率の変化に際立った特徴のある本業の産業や職業は見受けられない。

（3） 米国の州別副業従事率（地域別格差）について

次に、米国の副業従事率（2011～2015年）を州別に比較し、地域間の相違を考察することとす

る［図表2］。米国の副業従事率は、地域により大きな差（統計的有意）があることは明らかである。
Campolongo（2013, 2014, 2015, 2017）は、単年ごとに、州別の副業従事率について考察を行って

いる。この期間においては、米国全体の副業従事率が4.9% 前後で安定的に推移する中で、副業

従事率が非常に高い地域と低い地域があり、地域による特性が見られることを指摘している。

ここでは、まず、2011～2015年の州別の副業従事率の特性を、時系列的な推移に着目して

考察する。この5年間において、副業従事率が全国平均に比べて高い州の数は、20前後で変化

していないが、低い州の数はやや増加基調にあるといえる。さらに、地域別にみると、5年間

一貫して、北東部（ニューイングランド）、中西部（特に西部）、西部には、副業従事率が高い州

が集中している。特に中西部（特に西部） の州別副業従事率をみると7.0％を超える州も多く、

中にはサウスダコタ州のように9.0％にも達している州もある。一方で、南部、大西洋側（中部）
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では、州別の相違はあるものの、総じて副業従事率が低い傾向にあるといえる。ニューヨーク

州、カリフォルニア州などは、副業従事率が4.0％前後と低い州として挙げられる。すなわち、

この5年間において副業従事率に関する州別の特性には大きな変化がないことが指摘できる。

こうしたことから、地域別の副業従事率の相違は、その地域の労働市場の特性によるところが

大きいと推測される。

さらに、2011～2015年の州別の副業従事率と失業率には、すべての年において、−0.58～ 

−0.67の負の相関関係が存在する。先述したように、副業の経済的誘因を鑑みれば、理論上、

副業は反循環的になるとされるが、この州別の副業従事率と失業率の関係においても、理論と

は相反する結果、すなわち米国内の州別副業従事率はクロスセクションにおいて正循環的であ

るという結果が観察されることは注目に値するであろう。

4．日本の副業について

日本の労働市場における雇用者の副業（複業）・兼業の特性については、2章で先行研究に基

づいて概観した。労働政策研究・研修機構（2005）は、総務省『就業構造基本調査』（2002年）を

当時の最新の調査統計として、副業・兼業の特性について詳細な検証を行っている。この章で

は、労働政策研究・研修機構（2005）を踏まえ、その後5年おきに調査結果が公表されている総

務省『就業構造基本調査』（2007年、2012年、2017年）も活用することで、より近年の日本の雇

用者の副業・兼業の特性について考察するものとする。

（1）日本の副業従事率の動向

日本の副業に従事する雇用者（15歳以上、自営業者や家族従業者を含まず）の比率は、労働

政策研究・研修機構（2005）にもあるように、1970年代後半にかけて上昇し、1977年と1979年

に5.9％とピークとなり、その後2002年まで低下する傾向にあった。総務省『就業構造基本調査』

（2007 年、2012 年、
2017年）の調査結果

によると、その後

は3.5％前後で安定

的に推移する傾向

にある［図表3］。日

本の副業従事率（雇

用者）は、同時期の

米国の副業従事率

（3章参照）と比べ、

やや低い水準にあ
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る。さらに、労働政策研究・研修機構（2018）は、欧米諸国における副業・兼業についての実態

調査を行っており、その中で、イギリスの複業率が3.9％（2016年、対就業者）、ドイツの複業

率が8.5％（2016年、対雇用者）、フランスの複業率が5.6％（2016年、対就業者）であることを

示している。日本の副業従事率は4.0%（2017年、対就業者）であり、ドイツやフランスに比べ

低く、イギリスとほぼ同水準であり、先進国の中では低い水準にあるといえる。ただし、副業

（複業）、就業者、雇用者の定義等の国別相違には注意すべきである。

さらに、景気変動が日本の副業従事率に与える影響をみることとする。先述したように米国

の副業従事率は月別統計が公表されているが、日本の副業従事率は5年おき（3年おき）の総務

省『就業構造基本調査』の統計に限られる。従って、日本の景気変動と副業従事率推移の年別

の関係を厳密に検証することは困難である。ここでは、『就業構造基本調査』の調査年、特に
1982年以降において、副業従事率と景気変動の関係を考察する。まず、内閣府の景気基準日

付における景気後退期に半年以上が含まれる調査年度に着目する。1982年、1992年、2012年

が景気後退期に該当するが、いずれの年におい

ても前調査年に比べて副業従事率は低下してい

る。さらに、景気変動の指標となる経済成長率

との関係にも注目すると、この期間の副業従事

率と実質GDP成長率（IMF）は、正の相関関係に

ある（0.6前後）といえる。すなわち、1982年以

降の日本においては、副業従事は反循環となる

という理論とは相反し、むしろ正循環となる関

係を示しているといえよう。

（2） 雇用者の特性別に見た、日本の副業従事率

の動向

この節では、日本の副業従事率の変化を男女

別、年齢別、さらに本業の産業・職業別に簡単

に考察するものとする。 

まず、1968～2017年の副業従事率（雇用者）の

特徴を男女別に考察する［図表3］。労働政策研

究・研修機構 （2005）は、副業従事率が、1968～
2002年には男性が女性を上回っていたが、1997

年以降その差が縮小し、2002年に両者の関係が

逆転していると指摘している。『就業構造基本調

査』（2007年、2012年、2017年）によりさらに分

析すると、2002年以降においては、副業従事率
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の男女差が拡大し、2017年の調査に至るまで、女性が男性を上回る傾向が続いている。労働政

策研究・研修機構（2018）は、欧米諸国における副業・兼業の従事率も女性が男性を上回る傾向

にあるとしており、ごく近年の日本の副業従事率の特性も同様の傾向となったといえる。

次に、2002年～2017年について（4調査年度）、年齢別の副業従事率（雇用者）について分析す

る［図表4］。2002年時点においては、45歳以上、より詳細には、45～54歳、66～64歳、そし

て特に65歳以上の副業従事率が高い傾向にあった。2007年以降には、特に40～44歳、45～54

歳の副業従事率が下落したものの、逆に35歳未満の雇用者の副業従事率が緩やかではあるが

上昇しているといえる。米国と同様に（3章参照）、55～64歳、65歳以上の副業従事率が全年齢

層に比べて高い水準にあるといえる。さらに、男女別にもみると、男性の55歳以上、中でも
65歳以上の副業従事率の高さは際立っている。女性については、どの年齢層とも全般的に副

業従事率が上昇していること、45歳以上の雇用者の副業従事率が高いことは特徴的である。  

さらに、本業の産業別にみると、製造業の雇用者の副業従事率は低いのに対して、農林業や

漁業の雇用者の副業従事率が高い傾向にある［図表5］。ただし、農林業を本業とする雇用者の

副業従事率が相対的には高い水準を保っている一方で、その水準が2002年から2017年に下落

していることは特記すべきである。また、教育、サービス業の雇用者の副業従事率は高い傾向

にある。全般的には2012年に副業従事率が全般的にやや下落しているが、2002～2017年に、

飲食・宿泊、金融・保険などの産業を本業とする雇用者の副業従事率は上昇基調にある。本業

をサービス業とする雇用者がより副業に従事しやすいという傾向は、米国の副業とも（3章参

照）共通する特徴である。

（3） 日本の都道府県別副業従事率（地域別格差）について

次に、日本の副業従事率（全就業者）を都道府県別に比較し、地域間の相違を考察することと

する［図表6］。この節では、都道府県別の公表データの制約の都合上、雇用者ではなく、就業
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者（自営業者や家族従業者も含む）の副業従事率について検証することとする。2002年、2007年、
2012年、2017年の4調査年の副業従事率を用いて、都道府県ごとの副業従事率の時系列的変化

にも着目する。

日本の副業従事率（就業者）が全国平均3.6～4.0％で安定的に推移する中、都道府県間の副業

従事率に格差があることは明らかである。その中で特に注目すべきは、2002年から2017年の
15年間に、都道府県別の副業従事についての特性が変化していることが窺える点である。具

体的には、2002年、2007年において、都市圏では、東京都や京都府の副業従事率がやや高い

ものの、埼玉県、神奈川県、千葉県、大阪府、兵庫県の副業従事率が全国平均に比べて低い傾

向にあった。一方で、東北地方（中でも秋田県、山形県）、北陸・上信越地方（中でも新潟県、

長野県）、中国地方（中でも島根県、鳥取県、山口県）など、全国平均を大きく上回る副業従事

率を記録する都道府県がみられた。しかしながら、2012年、2017年には、この傾向にやや変

化がみられる。副業従事率が高かった都道府県（上述の東北地方、中国地方、北陸・上信越地

方など）の副業従事率が下落し、逆にそれまで副業従事率が低かった都道府県（上述の都市圏な

ど）の副業従事率が上昇している。すなわち、都道府県間の副業従事率の差が2012年以降に縮

小し、全国の副業従事率の平準化がはかられたといえる。これは、47都道府県の副業従事率

の標準偏差が2012年以降減少していることからも明らかである。米国の同時期（2011～2015年）

における副業従事率に関する州別の特性がほぼ変化していないこと（3章参照）とは対照的であ
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ることからも、この変化は注目に値する。前節において、2002年から2012年における農林業

の副業従事率（雇用者）の低下について指摘した。就業者や雇用者の副業従事には、各都道府県

の産業構造、雇用構造（雇用形態等）など、労働市場のさまざまな特性が大きな影響を及ぼして

いると考えられる。2012年前後を境として、都道府県別の副業従事率の格差が縮小した要因

については、各都道府県の労働市場の特性等、さらなる詳細な分析が必要であり、ここでは傾

向を提起するにとどめたい。

さらに、この4調査年の都道府県別の副業従事率と完全失業率の関係について考察する。す

べての調査年において、両者の間には、−0.17～−0.40の弱い負の相関関係が存在する。この

負の相関関係は、米国の相関関係に比べ（3章参照）非常に弱いものである。先述したように、

副業の経済的誘因という観点から、理論上、副業は反循環的になると考えるのが一般的とされ

ている。しかしながら、都道府県別の副業従事率と失業率の関係においても、理論とは相反す

る結果、すなわち日本国内の都道府県別の副業従事率はクロスセクションにおいても弱い正循

環性を示すという結果が導き出された。この結果は、先述の日本全国の時系列データにおける

結果とも整合的である。

5．結び

本稿では、近年の日本の労働市場における副業の現状について、ほぼ同時期の米国の労働市

場の副業の現状も踏まえて考察を行った。両国の副業・兼業の現状を捉えるにあたり、特に、

景気変動との関係、雇用者の特性による副業従事の相違、地域間格差（都道府県別、州別）に焦

点をあて比較分析を行った。

日本政府の「働き方改革」の中で、既に「副業・兼業」の普及促進に向けた取り組みが始まっ

ており、「副業・兼業」の在り方についても注目が集まっている。その背景には、これまで日本

の多くの企業が、副業・兼業を、自社業務への影響、就業時間の増加、情報漏洩、競業・利益

相反といった懸念から認めてこなかったということがある。紺屋（2016）も指摘しているように、

正社員の副業・兼業は、日本型雇用システムの下での職務専念、残業強制あるいは兼業禁止と

いう法理の中で制約されてきた。他方で、非正規雇用の労働者は、企業間でのシフト調整を行

いながら、副業・兼業を行ってきた。日本政府は、このよう現状も踏まえた上で、労働力人口

の減少という労働市場の根幹となる課題を解決するため、さらには、「副業・兼業」の促進によ

る創業・新事業創出の可能性への期待から、「副業・兼業」の在り方の見直しを図っている。本

稿は、このような背景から注目されている日本の労働市場における「副業・兼業」に焦点をあ

てて分析を行った。日本の副業（複業）・兼業についての学術的研究は、入手可能な統計が限定

的であることから、近年やや増えてきているとはいうものの、まだ実証的な研究は薄いといえ

る。副業に関する主要統計である総務省『就業構造基本調査』は、5年おきの調査であり、2017

年の調査結果（集計表のみ）が公表されたばかりである。本稿では、先行研究においては未だ詳
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細には分析されていない2012年、2017年における副業従事率に特に着目し、ごく近年の日本

の労働市場における副業の現状について検証を行った。

結びとして、本稿において検証した日本（2002～2017年）と米国（2011～2015年）の副業従事

について、現状の要点を比較分析することとしたい。日本、米国の労働市場とも、その副業従

事率の時系列推移を中心に考察を行った。まず、日本の副業従事率は近年3.5％前後で安定的

に推移しており、その水準は米国（5％前後）を含めた先進国に比べて低い水準にあるといえる。

次に、日本の副業従事率を、副業に従事する雇用者の特性別にみると、①2002年以降に、女

性が男性を上回るようになった、②35歳未満の雇用者の副業従事率がやや上昇した一方で、
40～54歳の雇用者の副業従事率が下落した、③特に55歳以上の雇用者の副業従事率が高い、

④農林業・漁業、サービス業を本業とする雇用者の副業従事率が高く、製造業を本業とする雇

用者の副業従事率が低い、という特徴がみられた。米国の副業従事率（1994～2017年）におい

ても、近年女性が男性を上回る傾向にあること、サービス業を本業とする雇用者の副業従事率

が高いという点で日本の副業従事との共通点がみられた。一方で、副業に従事する年齢層につ

いては、特に近年の時系列的な変化においては両国間の相違がみられた。また、日本と米国の

副業従事率と景気変動との関係についての分析においては、両国とも、「副業は不況期の副産

物であり、副業従事は反循環となる」という理論にそった結果を得ることはできなかった。日

本の副業従事率については、景気後退期における副業従事率の変動においても、副業従事率と

経済成長率（実質GDP成長率）との関係においても、正循環的な関係が観察された。米国でも、

副業従事率と景気後退期との関係、先行研究において、副業従事は反循環的になるという結果

は確認できなかった。さらに、日本と米国において、副業従事率の地域間格差（都道府県別、

州別）について論ずる。日本では、2012年前後を境として都道府県の副業従事率の格差が縮小

してきたという変化がみられた一方で、米国では、州別の副業従事率に関する特徴が安定的で

あった（ただし期間は5年間）という対照的な結果が示されている。特に、米国においては、州

別の副業従事率の差、すなわち労働市場の特性の地域間格差（州間格差）が大きいことが特徴的

であった。日本の都道府県別、米国の州別の副業従事率と、完全失業率の関係に注目すると、

それぞれ負の相関関係がみられ、クロスセクションにおいても、副業従事率が正循環的である

という結果が導き出された。この分析においては、副業従事の正循環性について、米国が日本

よりもより強い相関関係を持つことも示された。この日本の副業従事の正循環性については、

先述した時系列データにおける結果とも整合的といえる。

最後に、本稿で考察した日本の労働市場における副業の現状分析について、今後の課題を提

起したい。本稿では、近年の日本の労働市場における副業の変化を、総務省『就業構造基本調査』

（2002年、2007年、2012年、2017年）の集計表に基づいて分析を行った。特に、副業の現状と

して、男女の副業従事率の変化、都道府県別副業従事率の変化を注目すべき特徴として示した。

まず、2002年以降の副業従事率において、女性が男性を上回った要因を分析する際の課題と

して、副業従事者の本業の雇用形態（正規社員、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員など）
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を考察する必要性が挙げられる。労働政策研究・研修機構（2005）も、副業従事者の雇用形態

（2002年）は、男性は正規社員が54％、パート・アルバイトが13.4％であるのに対し、女性は

正規社員が21.9％、パート・アルバイトが56.1％であると示している。正社員だけではなく、

パート・アルバイトも副業をしており、その比率の男女間の差も大きいことを考えると、副業

従事の現状を捉えるためには雇用形態についても十分に留意し分析する必要があるといえる。

本稿で用いた、総務省『就業構造基本調査』の公表された統計には制約があり、さらなる分析

のためには個票データを活用する必要があることから、雇用形態にも着目した分析については

今後の研究課題とする。また、都道府県別副業従事率の変化の要因を捉えるためにも、都道府

県の産業構造や雇用構造等の変化をより詳細に分析する必要がある。雇用者の本業を産業別に

分けた分析においても、本業による副業従事率の差異がみられたことから、都道府県における

産業構造や雇用構造が都道府県間の副業従事率に少なからず影響を与えていることは間違いな

いだろう。都道府県間の副業従事率の変化に関する分析においても、個票データを用いた、複

合的な要素を多面的に検証する必要性があるといえる。本稿において直面したこれらの問題に

ついては、今後の研究課題としたい。

（注）

（1） 本研究は、科研費（研究活動スタート支援　17H07063, 2017～2018年）の助成を受けた研究成果の一
部である。

（2） 中小企業庁経営支援部創業・新事業促進課、経済産業政策局人材政策室（2017）「兼業・副業を通じた
創業・新事業創出に関する調査事業研究会提言～パラレルキャリア・ジャパンを目指して」におい
て、総務省統計局「平成24年度就業構造基本調査」を用いて試算がなされている。この調査において、
全就業者のうち副業従事者は約234万人（3.6％）、副業従事希望者は約368万人（5.7％）であった。

（3） CPSにおいて、抽出された調査対象者は、4か月間調査され、その後8か月間調査対象から外れ、再び
4か月間調査対象となる。この調査方法により、期間をまたがる複数調査において、一部の調査対
象者の追跡を可能としている。
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